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令和６年第４回教育委員会定例会 

議 事 日 程 

令和６年４月１０日（水）午後２時開議 

 

日程第１ 議案第１１号 令和６年度事業計画の承認について 

日程第２ 議案第１２号 三鷹市いじめ問題対策協議会規則等の一部改正について 

日程第３ 議案第１３号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正について 

日程第４ 「第５次三鷹市基本計画（２次案）」への意見照会について（協議） 

日程第５ 教育長報告 

  



 3 

午後 ２時０２分 開会 

 

○貝ノ瀨教育長  ただいまから令和６年第４回教育委員会定例会を開会いたします。 

 本日の会議録の署名委員は、畑谷委員にお願いしたいと思います。 

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第１ 議案第１１号 令和６年度事業計画の承認について 

○貝ノ瀨教育長  日程第１ 議案第１１号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○貝ノ瀨教育長  提案理由の説明をお願いいたします。松永教育部長。 

○松永教育部長  では私から、議案第１１号 令和６年度事業計画の承認についてご説

明いたします。 

 議案資料としてＡ４判でステープラー留めとなっているものと、新旧対照になっており

ますＡ３判のものがございますが、今日はＡ３判の資料を使って説明をさせていただきた

いと思います。 

 本事業計画は、第２回定例会でご承認をいただきました基本方針と、３月の市議会定例

会で議決された令和６年度予算の内容を踏まえて作成したものでございます。 

 まず２月に教育委員会としての基本方針を策定し、基本方針に基づく事業計画について

は、予算の議決を踏まえて確定するという流れになっています。 

 内容が多岐にわたっておりますので、基本方針の改定に伴う事業や重点事業などを中心

にポイントを絞ってご説明させていただきたいと思います。 

 １ページをごらんください。左側が令和６年度、右側が令和５年度となっています。２

月にご承認いただきました基本方針の修正箇所につきましてはグレーの網かけ、このペー

ジにはありませんけれども、今回お諮りする事業計画の変更箇所につきましては黄色の網

かけでお示ししております。 

 ３ページをごらんください。まず、基本方針の構成について改めて確認をさせていただ

きます。下の四角の囲みのところになりますけれども、目標のⅠからⅤまでが学校教育に

関するもの、目標のⅥが生涯学習に関するもの、目標のⅦが図書館に関する施策となって

おります。 

 それでは、目標のⅠから順次、事業計画の説明をさせていただきます。改めて申し上げ

ますけれども、４ページの四角で囲ってある部分が、今回お示しする事業計画です。その

前の部分は基本方針となります。 

 目標Ⅰ 地域とともに、協働する教育を進めますの２ 地域人財の育成と協働の推進で

す。事業計画の囲みの中、①ですが、情報発信の充実として、コミュニティ・スクールガ

イドの改訂や、コミュニティ・スクールや学校３部制等を紹介するＰＲ動画の作成を行い

ます。この事業には【点検・評価対象事業】という記載があります。地教行法に基づく点

検・評価の対象事業とするもので、事業計画の欄にその旨を記載しています。 

 また、参考資料２として、点検・評価の令和６年度対象事業一覧をお配りしてございま
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すので、併せてごらんいただければと思います。こちらは、点検・評価の対象事業として、

１６事業を記載しております。 

 次に、③にございますように、ネットワーク大学と連携して実施している学校支援者養

成講座をよりスクール・コミュニティに関わる幅広い人財が学べるものに改変し、「みたか

スクール・コミュニティ講座」として実施いたします。 

 次に、５ページ、⑥の、部活動ですが、国のガイドラインを踏まえた新たな「地域クラ

ブ活動」の立ち上げ支援と、部活動指導員の拡充や地域人財との連携を推進してまいりま

す。 

 次の３ コミュニティ・スクールの充実に向けた支援体制の整備です。地域学校協働活

動のさらなる推進を図るための活動や支援に関する団体について、全学園での設置を促進

してまいります。 

 次に、目標Ⅱ 小・中一貫した質の高い学校教育を推進しますです。６ページをごらん

ください。６ページ、７ページにかけて、「個別最適な学び」と「協働的な学び」との一体

的な推進をする中で、７ページ、⑪の三鷹中央学園での学園研究、⑳の第三小学校でのデ

ジタル技術を活用した研究と併せて、自ら自立的に学び続ける子どもの育成をテーマにし

た授業改善や授業の在り方についての研究に取り組みます。「個別最適な学び」と「協働的

な学び」は、研究校以外でも全ての学校で取り組み、⑬にございます学習用タブレット端

末を活用し、多様な教育方法を取り入れた学び、それから⑭の昨年度改訂した小・中一貫

カリキュラムを活用した事業の推進に取り組んでまいります。 

 また、㉑にございますように、「国立天文台周辺まちづくりにおける義務教育学校に関す

る研究会（仮称）」を設置し、これまでの三鷹のコミュニティ・スクールを基盤とした小・

中一貫教育の発展形として、三鷹らしい義務教育学校の在り方について検討します。 

 続きまして、８ページをごらんください。２ 知・徳・体の調和のとれた三鷹の子ども

を育てる教育内容の充実です。８ページから１０ページにわたって取組を記載しておりま

す。この部分につきましては、継続して実施していく事業が非常に多いため、大きく変更

する部分はございませんが、１０ページの③健やかな体の育成において、食育研究指定校

として、今年度はおおさわ学園の３校が取り組みます。これまで２年間順次取り組んでき

ましたけれども、これで４学園目ということになります。 

 また、学校給食で、食材調達における他自治体との連携と食育の推進を図るために、オ

ーガニック米等を矢吹町などの姉妹町から購入して、子どもたちに提供いたします。 

 １０ページの下段から１１ページにかけては、３ 三鷹らしい特色ある教育活動の推進

と多様な学習機会の提供です。１１ページ、①になりますけれども、スキー教室として中

学２年生で実施している自然教室、これを中学校１年生で実施するための移行期として、

今年度は中学１年生・２年生の２学年で実施いたします。来年度からは中学１年生での実

施となります。 

 また、②の、近年の日本語指導を必要とする児童・生徒の増加に対応した学校での日本

語指導の充実として、三鷹国際交流協会（ＭＩＳＨＯＰ）と連携し、上限時間を８０時間

から１００時間に２０時間拡充して実施ができるように予算化いたしました。 
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 次に、４ 生活指導の充実です。１３ページをごらんください。新規事業を幾つか紹介

させていただきます。 

 ⑦になりますけれども、昨年度、「長期欠席・不登校状況にある児童・生徒への支援の在

り方に関する研究会」を立ち上げて、支援の在り方について検討を行ってきましたが、今

年度も継続して実施いたします。その中で、今年度から実施する、不登校状況にある児童・

生徒への支援として、⑧と⑨の２つの事業を新規に実施いたします。⑧は、小学校４校に

校内に別室を設置し、支援員を配置して、登校はできるが教室に入ることに抵抗がある子

どもが安心して「個別最適な学び」ができる環境を整え、支援を充実するということで、

校内別室支援員の配置を行います。 

 また、⑨は、中学校に不登校対応巡回教員を１名配置し、拠点校である第六中学校のほ

かに、市内の４校を巡回し、各中学校の不登校対応における教員への支援やアドバイスを

行い、各校の体制強化の対応を行うとともに、不登校生徒への支援の充実を図ってまいり

ます。 

 次に、５ 教育支援の充実です。１４ページをごらんください。こちらは、事業進捗に

より修正を行っています。 

 １５ページをごらんください。第５次三鷹市基本計画に基づく各個別計画の策定を令和

６年度に行います。ここに「三鷹市教育支援プラン２０２７」の策定と記載がありますけ

れども、ほかの個別計画である「三鷹市教育ビジョン」や、「みたか子ども読書プラン」、

「生涯学習プラン」、「スポーツ推進計画」等、各事業に関連のある事業計画に位置づけて

計画をしているところでございます。 

 続いて、目標Ⅲ 学校の経営力と教員の力量を高め、特色ある学園・学校づくりを進め

ますです。１７ページをごらんください。２ 三鷹らしい教育の実現を目指す教員のキャ

リア支援と人財育成について、１８ページをごらんください。⑤学校における働き方改革

の推進です。１項目目と４項目目で、学校マネジメント強化事業による副校長業務支援員、

休日の部活動を担う指導員、この二つについて、配置の充実を図り、昨年度よりも手厚く

取り組んでいくことに加え、３項目目になりますけれども、エデュケーション・アシスタ

ント配置事業を新規で実施します。小学校低学年の担任業務支援を行う人財を新たに学校

に配置します。学校の規模によって、１８学級以上の学校には２名、１７学級以下の学校

には１名の配置となります。市内小学校に全部で２７名の配置ができるようにします。こ

の配置により、学級担任の業務軽減はもとより、子どもたちにとってもよい影響を与える

ものと考えています。 

 １９ページをごらんください。３ 三鷹教育・子育て研究所の活用です。②に、先ほど

も申し上げました「三鷹市教育ビジョン２０２７」の策定について、また③には、先ほど

も説明させていただいた「国立天文台周辺まちづくりにおける義務教育学校に関する研究

会（仮称）」の設置について再掲されています。 

 続きまして、目標Ⅳ 安全で快適な教育環境の整備です。２１ページをごらんください。 

 初めに、④学校給食費の無償化の実施です。学校給食費の無償化を事業計画に位置づけ

るとともに、市長会や教育長会等を通した都に対する補助制度の継続、国に対する補助制
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度の創設の要請を行うことを明記いたしました。 

 ⑤学校給食の充実と運営の効率化です。市内全校で給食調理業務の委託化が完了しまし

たが、今後は、学園単位での委託更新を基本とし、委託期間の調整を行うこと、また、給

食費の無償化に伴い、物価高騰に対する学校給食食材費の高騰分８％については、今まで

は「公費負担」と表現していましたが、公費での「支援」に表現を変更しています。 

 ⑥学校給食のより一層の安全確保として、「学校におけるアレルギー疾患対応マニュア

ル」の改訂を行う旨を記載してございます。 

 また、市内産野菜の活用につきましては、点検・評価対象事業とし、さきに述べました

食育研究校の取組を含め、使用率３０％の目標に向けて、引き続き全校で取組を進めます。 

 ⑦では、学校における感染症対策等として、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴

い、「小・中学校におけるＰＣＲ検査の支援」を削除し、日常的な感染症防止対策の継続と

いう形の記載に修正しました。 

 また、③学校給食費の公会計化です。学校給食費の公会計化と学校徴収金の一括徴収の

円滑な運用に向け、令和４年度に移行と準備を行い、令和５年度から運用を開始しました

けれども、当該年度は引き続きその適切かつ円滑な運用が図られるようにしていきます。 

 ２ 防災都市づくりに向けた安全で快適な学校環境の整備です。学校環境の施設整備な

どのハード系の取組になります。いずれも点検・評価対象事業としています。 

 ２２ページをごらんください。①学校施設の改修工事等の推進では、市が令和４年１２

月に策定しました「三鷹市新都市再生ビジョン」に基づき、記載のとおり、学校施設の計

画的な改修に取り組みます。 

 ②は、学校トイレ改修工事の実施です。給水管の更新等が不要な箇所につきましては、

便器のみの交換をする方法も採用しながら迅速化を図り、令和７年度の完了に向けて、計

画的な改修を進めていきます。 

 ⑤市立小・中学校の電話回線を一律４回線まで増設です。学校からの強い要望があり、

全校一律４回線に増設いたします。 

 続いて⑦中原小学校建替えに向けた取組です。２３ページに記載がございますように、

基本プランの策定に取り組む中で、建替検討委員会を設置し、基本コンセプトや計画案等

を検討してまいります。 

 次に、４ デジタル技術を活用した魅力ある教育環境の整備と利活用についてです。２

４ページをごらんください。児童・生徒１人１台学習用タブレット端末の更新に向けた検

討です。令和７年１２月に契約期間が満了することから、更新に向けた検討を進めてまい

ります。 

 また、２５ページにございます③学校図書館の「読書センター」機能と「学習・情報セ

ンター」機能の整備・充実ですけれども、学校図書館図書標準の達成に向けた予算を効率

的に配当し、充実を図ります。併せて、学校図書館システムと、④にございます学校のホ

ームページ作成システムの更新に取り組んでまいります。 

 次に、５ 児童・生徒数の増減に対応した適正な学習環境の確保です。②に記載のとお

り、増教室改修工事を実施するのは、今年度は第一小学校１校です。なお、記載のほかに
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も、東台小学校や第三小学校など、今後の児童数の変化を注視する必要がある学校もあり

ますので、引き続き将来推計の更新を行いながら適切に対応してまいります。 

 ２６ページをごらんください。目標Ⅴ 地域をつなぐ拠点となる学校をつくりますです。 

 ②「学校３部制」構想の具体化に向けた検討・取り組みを点検・評価対象事業としてい

ます。２７ページにありますように、主に第３部での学校施設の活用に向けて、動線管理

ができるベルトパーテーションの設置等による環境整備に着手いたします。 

 昨年度の第３部のモデル事業も踏まえ、再掲となりますけれども、学校施設を活用した

「みたかスクール・コミュニティ講座」を実施いたします。 

 次の２ 学校を拠点とした子どもの安全・安心な居場所づくりの推進ですが、学校３部

制の第２部において、②市長部局と連携し、地域子どもクラブの充実に向けた検討するこ

とで、一歩でも前に取組を進めていきたいと考えています。 

 ③子どもたちの放課後の学び場としてのみたか地域未来塾の内容や実施回数の拡充に取

り組みます。 

 部活動関連として④と⑤、「地域クラブ活動」への立ち上げ支援と、連絡協議会の運用、

休日の活動を担う部活動指導員の拡充等を記載しています。 

 ⑥では、昨年度まで支援をしてきました第四中学校での地域主体での中学生のアントレ

プレナーシップの活動の知見を生かし、今年度は、第五中学校での地域が主体となり取り

組む活動の支援を行う中で、中学校の放課後における地域主体の活動の在り方の知見をさ

らに蓄積し、第２部の充実を図れるよう取り組んでまいります。 

 また、⑦では、令和４年度、第六小学校に整備したサテライト職員室について、今般の

中原小学校での建替えにその知見を反映させていきたいと考えています。 

 ⑩は、昨年度の１１月から開始しました小学校の朝開放の実施を事業計画に明記いたし

ました。 

 ２９ページをごらんください。目標Ⅵ 市長部局との連携により、生涯学習の総合的な

推進を図りますです。ここでは、第５次三鷹市基本計画に基づく「三鷹市生涯学習プラン

２０２７」、「三鷹市スポーツ推進計画２０２７」の２つの個別計画の策定について記載さ

れています。 

 次に、目標Ⅶ 地域の情報拠点としての図書館活動を推進しますです。３０ページをご

らんください。個別計画である「三鷹市立図書館の基本的運営方針」、それから３１ページ

の⑨に「みたか子ども読書プラン２０２７」の策定が記載されています。 

 次に、３ 図書館のサービス向上に向けた取り組みですけれども、⑤、⑥をごらんくだ

さい。⑤三鷹市立図書館の図書館システムを更新してまいります。 

 ⑥は、月曜祝日開館の実施です。昨年度まで２年間実施しました試行を踏まえて、今年

度から、１０日間あります月曜の祝日開館を行い、直後の平日を休館日とすることで、市

民へのサービスの向上に取り組んでまいります。 

 それから３２ページになります。４ 図書館ネットワークの再構築に向けた取り組みに

ついてです。これからの図書館の在り方や、学校図書館を含めた図書館ネットワークの再

構築に向けた調査研究を行うこととしました。 
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 最後に、④安全・安心な図書館の整備として、施設の適切な維持・補修を行うとともに、

「三鷹市新都市再生ビジョン」に基づく空調設備の改修工事・設計等を実施していきます。 

 事業計画についての説明は、以上となります。 

○貝ノ瀨教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 委員の皆さんのご質疑をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 松原委員、お願いします。 

○松原委員  ありがとうございました。 

 単純に確認をしたいという趣旨なんですけれども、５ページの３ コミュニティ・スク

ールの充実に向けた支援体制の整備の事業計画、③を前年度の「組織」から「団体」に変

更したのはなぜでしたか。 

○貝ノ瀨教育長  越室長。 

○越教育政策推進室長  今ご指摘の５ページの中段の事業計画の③のところということ

でございますけれども、こちらは、取組を進める中で、表現が「組織」だったり「団体」

だったりと表現が複数ございまして、昨年度の予算関係の資料だと「組織」と書いていた

のですけれども、その後、地域学校協働活動を推進する「団体」という言い方で統一を図

ってきたところでございまして、そういう意味では表記をそろえるという趣旨でございま

す。 

○松原委員  ありがとうございます。要するに狭める趣旨とかということではないとい

うことですよね。 

○越教育政策推進室長  はい。狭める趣旨ではありません。 

○松原委員  分かりました。ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  ほかの委員さん、いかがでしょうか。畑谷委員、お願いします。 

○畑谷委員  私は教えていただきたいんですけれども、何か所かに、部活動の件で、「新

たに地域クラブ活動の立ち上げ支援を行う」というものと、中学校部活動における指導員

の拡充というものがあるんですけれども、子どもたちは部活動に入っていて、これは先生

の休日の引率とか活動の指導とかを少しでも和らげるというか、休日出勤がないようにす

るために、この地域クラブ活動を支援することと、中学校の部活動は指導員を外部から任

用するということですよね。これは同じ生徒が関わるということはあり得るんですか。 

○貝ノ瀨教育長  例えば、どのページになるでしょうか。 

○畑谷委員  すみません。いろいろなところに出てくるんですよ。最初に出てくるのが、

５ページの⑥に出てきます。全体を通してさまざまな項目で出てきて、そのたびに、これ

は子どもたちにどのような形で支援されるのかがちょっとはっきり分からなかったので、

教えていただきたい。 

○貝ノ瀨教育長  結局、部活動と言われるものと、それから地域のクラブ活動と言われ

るものと、そして部活動指導員の配置と、この３つをちょっと整理してお話しいただける

と、と思いますが、齋藤課長、お願いします。 

○齋藤指導課教育施策担当課長  ご指摘いただきました新たな地域クラブ活動、また部

活動指導員等の説明でございますが、まず既存の部活動につきましては、休日の、土曜日・
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日曜日・祝日等につきましては部活動指導員を拡充し、教員が休日に部活動指導を行わな

い体制をつくっていくというところでございます。 

 もう一つが、地域クラブ活動です。この新たな地域クラブ活動というのは、中学校での

部活動に設置されていない活動、例えばダンスクラブとか、あと七中には野球部がないん

ですけれども、野球を小学校時代にやってきた子どもたちが七中に進学すると野球部がな

くて野球ができないというところの課題を、地域が主体となって地域クラブ活動としての

位置づけで新たなクラブ活動をしていく。その地域クラブ活動の立ち上げ支援を行うとい

うのが二つ目でございます。 

 ですので、子どもたちは、既存の部活動または新たな地域クラブ、兼部も可能ですので、

どちらか一方または両方に入ったり、子どもたちの多様で豊かな放課後の時間を子どもた

ち自身が選択できるような環境をつくる、今年度はそういった取組を進めていくところで

ございます。 

○畑谷委員  それでは、部活動の一つとしてこの地域クラブ活動というのは捉えられる

ということですか。 

○齋藤指導課教育施策担当課長  そうです。 

○畑谷委員  中学校の大会などには、両方とも出られるということですよね。両方とも

と言うと変な言い方ですが、学校外で活動している新しくできた地域クラブ活動、これも

中学校単位として大会に出るということですか。 

○貝ノ瀨教育長  齋藤課長。 

○齋藤指導課教育施策担当課長  新たな地域クラブ活動では、今、七中で野球部を設置

しようとしているんですけれども、七中の野球部は中体連の大会に学校の部活として出場

できるように今考えています。そのほかのいわゆる地域クラブ活動は、中体連などの大会

があるものでは中体連の大会で、ダンスクラブなどは中体連の大会があるわけではないの

で、大会に出場ではなく、どこかお披露目ができる機会があれば、そういったところで子

どもたちの活躍を披露するという形になります。 

○畑谷委員  分かりました。ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  地域のクラブ活動と、それから学校が従来やってきている部活動との

違いについては、ご理解いただいていますか。 

○畑谷委員  でも、同じ扱いになるんですよね。 

○貝ノ瀨教育長  扱いはそうですが、ちょっとそこを詳しく説明してください。越室長。 

○越教育政策推進室長  今、整理としましては、従来型の学校の部活動は基本的に指導

課、そして地域クラブ活動、地域が主体になって行うクラブ活動は教育政策推進室という

形で、当然連携しながらですけれども、進めていく体制を取っておりますので、私から地

域クラブ活動が既存の学校部活動と何が違うのかというところのご説明をさせていただけ

ればと思います。 

 端的に言うと、運営の主体が学校で、学校長に全ての責任があるのか、はたまた、もち

ろん学校で行われる活動ですので、学校は一定の関与はしながらも、クラブ活動自体は地

域の特定の団体により運営されるのかというポイントが異なるということになります。そ
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れ以外の扱いのところについては、当然学校の施設を使って実施するとか、そういうとこ

ろは学校長が一定の関与をすることで、同じような形、今までの学校部活動に準じた形を

取れるようにということで考えているところでございます。 

 先ほどご指摘のあった大会出場等についても、大会出場の資格などは先ほど齋藤課長か

らもお話があったように中体連等の主催者が決める部分がありまして、我々が必ずしも整

理できないところもあるのですけれども、今、国の議論等も踏まえて、その辺も柔軟にな

ってきているということ。あと我々も、学校との連携の中で、今までの学校で行う部活動

と同じように学校単位での出場もできるように、なるべくいろいろな形で支援していこう

という形で取り組ませていただいているところでございます。 

○貝ノ瀨教育長  地域クラブ活動というのは、よく休みの日などに野球のユニホームを

来て小さい子たちが、地域の大人の人に指導してもらって活動しているでしょう。 

○畑谷委員  少年野球団みたいなものですよね。 

○貝ノ瀨教育長  そういう地域のクラブというのが地域クラブ活動で、学校主体でもっ

て先生が顧問なり指導者なりで行われているものが部活動ということになって、その辺の

切り分けというのが、それを平日にやってもらえるのが、通常の先生方は平日勤務してい

ますから、できるだけ、部活動をやるにしても、平日だけにしてもらいたい。土日は、先

生方は本来休みなので、先生方が出勤しなくても指導してもらえるような地域のクラブ活

動に集約されるほうが、お互いにいいのではないかということです。ですから、そういう

方向に進みつつあるのですけれども、なかなかすぐにというわけにいかない。そこで、先

生方のご負担も減らしていこうということで、都や国からの補助金を活用して部活動指導

員を任用して、そして先生方の負担を減らしていこうということです。 

○畑谷委員  分かりました。ただ、学校の外部の指導員にはそれなりの支援があると思

うんですけれども、地域クラブの指導員に対しても同じような支援がされるんでしょうか。 

○貝ノ瀨教育長  越室長。 

○越教育政策推進室長  今年度は立ち上げ支援ということで、部活動指導員もそうです

けれども、ずっとこの指導者への支払いを市で負担するという制度設計には今のところな

っていないところです。ですので、先ほど教育長からお話もありましたけれども、少年の

スポーツクラブ活動のように、一定程度の会費を集めるということは必要になってくるか

なと思います。ただ、立ち上げるところを支援させていただいて、あとは学校施設を活用

いただくといったところを含めて、保護者の負担が低廉な形でクラブ活動ができるように、

移行支援の在り方を、実際に立ち上げ支援は今年度からですので、支援しながら、さらに

方策を考えていくところです。 

○貝ノ瀨教育長  地域のクラブ活動は会費を払ってやっていらっしゃるから、その指導

者についても各々の地域クラブ活動で謝礼等を負担することになるでしょうね。 

○畑谷委員  分かりました。また少しずつ変わっていくかもしれませんね。 

○貝ノ瀨教育長  変えていくようなことになると思います。 

○畑谷委員  分かりました。 

○貝ノ瀨教育長  松原委員、どうぞ。 
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○松原委員  頭の整理という趣旨で、ちょっと今のお話の整理を教えてください。今、

現状で問題になっているのは、まず、平日にやっている学校での放課後の部活動というも

のがあって、あと部活動が土日でもやることがあるので、そのときの引率とかを含めた教

員の負担ということが問題になっている。今、休日の部活動指導員というのは、今の部活

動指導員、外部の指導員とか、そういったものの延長線上で、休日などに引率などの対応

を教員の手を離して担っていただくという形で実施している。そういうイメージでよろし

いですよね。 

 地域クラブ活動というのは、メンバー的には重なる可能性がありますけれども、取りあ

えず部活動とは別の組織としてのイメージでつくっていて、基本的には、例えば土日とか、

または学校の枠を超えたものとしてイメージしている。分かりやすく言うと、例えばダン

スとか、そういった活動でイメージしている。そういうことでよろしいですよね。 

 地域クラブ活動というもので、今のお話で野球とかが入ってくるとちょっとややこしく

なってくるんですけれども、例えば野球部みたいなものが部活動としてあって、地域クラ

ブ活動の野球部みたいなことがあり得ると思うんですけれども、そういった形で、まず前

者の部活動の関係で言うと、土日もやる部活、その同じ部活動の土日バージョンについて

は、それは部活動指導員の問題としてやっていって、それは地域クラブ活動の問題ではな

いという理解ですよね。その部活動でカバーできない様々な学校に通っている子たちがや

りたい活動について、もっと幅広くカバーしてあげたいというところで活動が期待される

のが地域クラブ活動と、基本的にはそういうイメージでよろしいんですよね。 

 あとは、その移行のところとか、地域クラブ活動を立ち上げていく中で、もしかしたら

その学校の部活動との連携がある可能性があって、特に両方で設置されているようなもの

が出てくる可能性があって、そこをどう連携させるかとか、そこの部分はこの立ち上げ支

援の中で問題点を洗い出していって整理していくと、今はそういう段階だということでよ

ろしいでしょうか。 

○越教育政策推進室長  松原委員ご指摘のとおりでございます。 

○松原委員  そこが整理できないと、うまく話が入ってこなくなってしまうと思うので、

すみませんでした。ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  ほかの委員さん、いかがですか。須藤委員。 

○須藤委員  １８ページの⑤の学校における働き方改革の推進のところの黄色のマーカ

ー部分の「エデュケーション・アシスタント配置事業による小学校低学年の担任業務の支

援」ということなんですが、このエデュケーション・アシスタントという方は先生なのか

どうかというのと、あとこの担任業務の支援というのは、要は教科を教えるわけではなく

て、その担任としての業務ということなんですけれども、どういったところまで関わって

いくのか、要は保護者とのやり取りもするのかとか、そういった具体的な支援の内容をち

ょっと教えていただきたいんですが。 

○貝ノ瀨教育長  業務内容ですね。エデュケーション・アシスタントというのは何ぞや

ということ。それから、それに当然関連しますけれども、スクール・サポート・スタッフ

というのもあるので、その違いも説明しながら、業務内容を区別されるものですけれども、



 12 

具体的に説明をお願いします。福島指導課長。 

○福島指導課長  まず、スクール・サポート・スタッフとエデュケーション・アシスタ

ントの業務の違いですが、スクール・サポート・スタッフは、主に子どもたちに関わらず、

教員の様々な校務のサポートをする。エデュケーション・アシスタントは、子どもたちに

関わる副担任のような業務になります。エデュケーション・アシスタントの副担任の業務

については、例えば少し登校渋りのあるお子さんが教室に入れないというときの対応だっ

たり、保護者と一緒に遅れて来た子どもの対応だったり、またちょっとけがをしてしまっ

て、すぐに電話をしなければいけない、だけれども教室には先生にいてほしいといったこ

と。または見守りで、下校時に特に１年生はまだ不安定ですから、下校も一緒に付き添う

など、勤務時間としては７時間４５分で、ほぼ正規の教員と一緒ですので、そういった意

味で担任プラス１という形でご理解いただければと思います。 

 以上となります。 

○貝ノ瀨教育長  とはいっても、エデュケーション・アシスタントが担任になり得ると

いうことはないということですね。福島課長。 

○福島指導課長  あくまでも副担任ですので、授業を主たる担当として進めるというこ

とはございません。 

○貝ノ瀨教育長  教員の資格は持たれている方ですか。 

○福島指導課長  教員の資格を持たれている方はＡ区分、教員の資格を持っていない方

はＢ区分という形で整理しています。いわゆる一対一で指導するなど、例えば授業の理解

が遅れている子にしっかり対応できるのは、Ａ区分の方という形で、学校ではそういった

業務を分けながら進めるようにしております。 

○須藤委員  これはもう既に２７名の方が確定しているということでしょうか。 

○福島指導課長  はい。 

○須藤委員  分かりました。 

○貝ノ瀨教育長  そういう意味では、実質的ないわゆる学校教員としての配置ではない

んです。アシスタントですから、あくまでも補助ということですので、取って代わること

はできないということですね。当然、待遇・処遇についても違っていますね。ですから、

そういった役割とご理解いただきたいなと思います。 

 野村委員、いかがですか。 

○野村委員  初めて事業計画の審議に参加するので、なかなかよく理解できない部分は

あるんですが、また別の視点で、この事業計画にひもづけられた予算との関係について確

認させてください。生徒数も昨年と今年は違うでしょうし、そういう昨年度と本年度のい

ろいろな幾つかの指標がどのように変わるのか、そういったものは基本的にこの事業計画

に関して何か一緒に出されるのでしょうか。できればそれはちょっと一緒に見ていきたい

なと思ったものですから、これだけを見ると、中身がどうだというところがここから組み

立てられないものですから。 

○貝ノ瀨教育長  松永教育部長。 

○松永教育部長  基本的に今年度の数値的なことというのは、今まさにまとめていると
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ころで、特に入学式を終えての児童・生徒数などはまだ確定ではない状態です。学級数も

児童・生徒数に合わせて編制されますので、まだ十分な状況にはない中で今回事業計画を

お示しさせていただいて、ご承認いただきたいという、無茶なことを言っているのが正直

ないわけではないんですけれども。 

○野村委員  でも、予算は事業計画にひもづくわけですね。 

○松永教育部長  予算自体は、予算書はもう既にございますが。 

○野村委員  それは、事業計画そのものにひもづけられたところを見るという形にでき

ないんですか。といいますのは、税金を払うほうの立場あるいは市民の立場で、これはこ

れで結構なことなんですけれども、みんなここには費用もかかりますし、様々なことが伴

うわけです。だから、計画に伴う予算あるいは計画に伴ってどのように環境がその背景と

して変わっているのだろうかということをぜひひもづけて見ておきたいなと思ったもので

すから、またちょっと機会がありましたら説明をお願いできればと思います。 

○松永教育部長  検討させていただきながら対応したいと思います。 

○貝ノ瀨教育長  このいわゆる事業の計画について、文言としても出ていますけれども、

例えばエデュケーション・アシスタントの配置事業について予算が幾らという、そういう

ものを全部一覧にしたものは今現在手元にありません。ただ、全体をカバーして、全ての

予算について、確保しているものについては、予算書というものがありますね。それは結

構な厚さがありますけれども、事業計画と予算書をすぐ対比して見るというのは、探さな

ければいけませんけれども、この間の議会で予算の承認をいただきましたので、全部、予

算の裏づけはあります。 

○松永教育部長  主なものについては、青い冊子の施政方針に記載されています。 

○貝ノ瀨教育長  それは主たるものですね。 

○松永教育部長  主たるものについてはです。 

○貝ノ瀨教育長  細かいもの全てというのは、予算書にあると。予算書の提供はできま

すので。 

○野村委員  またちょっと解説してもらったり、各論を全部積み重ねてもなかなかなり

ませんし、今度はそれを時系列で見ていくという視点が多分必要だろうしと思ったもので

すから、今までの慣習や慣行はそのままとして、よろしくお願いいたします。 

○貝ノ瀨教育長  まずは施政方針をお渡しするということで、比べていただくと、主な

事業はそこに具体的に出ていますので、それをまた見ていただくということで、またそこ

でご質問をいただいたりなどすればと思います。お願いいたします。 

○野村委員  ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  ほかの委員さん、いかがでしょうか。 

○松原委員  もう少しだけいいですか。 

○貝ノ瀨教育長  どうぞ。 

○松原委員  人数や仕事の関係の確認をさせてください。先ほど須藤委員からご質問が

あった１８ページのスクール・サポート・スタッフですが、これは全２２校に例えば１名

ずつ配置という形になるのでしょうか。 
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○貝ノ瀨教育長  福島課長。 

○福島指導課長  スクール・サポート・スタッフは、２２校各１名ずつ配置されており

ます。 

○松原委員  ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  学校に１人ということですね。 

○松原委員  １３ページの同じく人数などの確認ですが、校内別室支援員については、

これは設置校４校ですが、これは４校に各校１名ずつという配置でしょうか。 

 そこは質問が２つあるので、「校内別室支援員」の新規配置で、設置校が第二小、第七小、

南浦小、羽沢小の４校なんですけれども、これはその４校に各校１人ずつなのかという質

問と、その下の不登校対応巡回教員というのは、拠点校１校で巡回校４校とあるけれども、

これは１名がスーパーバイズ的に回るというイメージなのかという確認、その２つをお願

いいたします。 

○貝ノ瀨教育長  では、福島課長。 

○福島指導課長  まず１点目、校内別室支援員については、この４校に各１名ずつとい

う配置になっております。 

 不登校対応巡回教員は、拠点校に１名で、巡回校４校もその拠点校の１名が回るという

ことで、５校を担当する。この５校というのは、東京都のこの事業の立てつけになってお

りまして、５校回らねばならないということになっております。 

 以上でございます。 

○松原委員  各校を回ってスーパーバイズ的にアドバイスしていく、そういうことです

よね。 

○福島指導課長  はい。 

○松原委員  ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  これは新たに配置ということですよね。 

○福島指導課長  はい。 

○貝ノ瀨教育長  ということは、既に校内別室支援員や不登校対応巡回教員は配置され

ているのでしょうか。 

○松永教育部長  いずれも新規事業で、今年初めて配置するものです。 

○貝ノ瀨教育長  ということですね。それを説明してもらうんですね。 

○松原委員  ありがとうございました。 

○貝ノ瀨教育長  今年度は東京都の補助事業が充実していて、正規教員の負担軽減に向

けたスタッフの配置が相当に増えています。本来は正規の教員を増やしてもらえるとあり

がたいんですけれども、なかなかそれは難しいようなので、まずはそういう加配をしてい

ただいているということですね。 

 ほかの委員さん、いかがでしょうか。畑谷委員。 

○畑谷委員  これは２０ページなんですけれども、線が引いてあるところではないんで

すけれども、②のところで、子どもの安全のために、避難所や「学校１１０番」、それから

「安全安心メール」、これは分かるんですけれども、「子ども避難所」というプレートが協
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力してくださるご家庭の玄関あたりにかかっているんですけれども、もう随分前に始まっ

た事業で、劣化してプレートの中が丸く抜けてしまったものなどがうちの地域では目立っ

ています。何年に一度かずつ、申請などにより更新されているのか、それからプレートも

劣化したら取り替えていただけるのかを教えてください。 

 それとあと、市長部局と連携した安全安心パトロールなんですけれども、これももう１

０年ぐらい前だったか、町会とか地域のいろいろな団体に働きかけてこのパトロールが始

まったんですけれども、私も最初のうちは地域の町会の安全安心パトロールに加入して一

緒にやっていたんですけれども、だんだん町会も高齢化したのか、うちの町会は自然消滅

したような感じでなくなってしまったんです。これもうちの地域で見ていると、前は黄色

いベストを着て、子どもの下校時間に、ちょうど帰ってくる時間帯に回っているのをよく

見かけました。私たちも、帰ってくる子たちに「お帰りなさい」と声かけをしながら回っ

ていたんです。ですから、そういう動きを見るだけでも、防犯上の抑止力にはなるんだな

と思って理解していたんですけれども、この頃少しずつ、そういう活動をされている団体

が少なくなってきているようになって、見かけなくなったなという気がします。 

 そして、あと青パトというんですか、小さい軽のパトカーが結構走っていたんですけれ

ども、あれも少し少なくなってきているようなので、また改めていろいろな団体に働きか

けるとか、市長部局さんとの連携を取りながら、子どもたちの新学期になりましたので、

もう少し地域の方に協力してもらってという形に声かけしていかれたほうがよろしいよう

に思いましたので、ここで発言させてもらいました。 

○貝ノ瀨教育長  これは、別に縦割りのことを言うわけではないけれども、「子ども避難

所」、安全安心パトロールのことについての所管というのは教育政策推進室ですか、越室長。 

○越教育政策推進室長  「子ども避難所」につきましては、もともとＰＴＡを主体にそ

ういう事業をやりたいということでお話があり、市ではプレートの作成費用と何かあった

ときの保険の費用を支援するという形で、我々はあくまで支援という形でお手伝いをさせ

ていただいていて、それぞれ、大体ＰＴＡが中心なんですけれども、実施委員会などをつ

くっていただいて、地域ごとに実施していて、我々は年２回ほど担当者の会議などを開催

しているところでございます。 

 その中で、このやり方はそれぞれの主体に少し任せているところもあるんですけれども、

定期的に継続の意思確認とか、劣化しているものがあれば、言っていただければ、市で作

成したプレートの在庫を持っていて、いつでもお渡しできるようにしています。定期的に

確認いただいて、必要があれば言っていただければお渡ししますという形での運用をさせ

ていただいているところでございます。また、今ご指摘いただいたように、少し地域の中

で、なかなか目が行き届いていなかったり、交換のご案内とか継続の確認とかをしている

ときに、なかなか十分聞けていなかったり、気づけていないところがあるのかもしれない

ので、担当者会議等を通じて、壊れているものなどがあればいつでも交換しますというこ

とを改めてお伝えして、よく見ていただいて、交換に対応してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○貝ノ瀨教育長  「子ども避難所」のステッカーというのか、あれは教育政策推進室が
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所管なんですか。 

○越教育政策推進室長  そうです。 

○松永教育部長  ＰＴＡを所管しているところでやっています。 

○貝ノ瀨教育長  そういうことになっているわけね。 

○松永教育部長  はい。 

○貝ノ瀨教育長  それから、安全安心パトロールもそうなんですか。 

○越教育政策推進室長  安全安心パトロールは、市長部局の所管となります。 

○松永教育部長  安全安心課ですね。 

○畑谷委員  町会や地域の団体の方々がグループをつくって、黄色いベストをもらいま

した。それを着て回っていたんですけれども。 

○貝ノ瀨教育長  別に縦割りというわけではないけれども、所管は違う。だけれども、

連携していかなければいけませんので、教育委員会事務局から「教育委員さんからそうい

う意見が出ています」というお話をしてもらうということですね。それで対応を図っても

らう。 

 プレートは、今、越室長がお話ししたとおりということで、劣化しているということに

ついては、対応を図ることができますということです。 

○畑谷委員  貼ってあるだけで抑止力になるからとか、この地域は結構いっぱいあるん

だなという感じになりますので、ぜひその連絡会のときにお声かけをお願いしたいと思い

ます。 

○貝ノ瀨教育長  そうですね。 

 ほかの委員はどうでしょうか。 

 では、ご質問、ご意見等がなければ、採決いたします。 

 議案第１１号 令和６年度事業計画の承認については、原案のとおり可決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第２ 議案第１２号 

○貝ノ瀨教育長  次に参ります。日程第２ 議案第１２号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○貝ノ瀨教育長  提案理由の説明をお願いいたします。齊藤部長。 

○齊藤教育部調整担当部長  それでは、私から議案第１２号の説明をいたします。 

 本議案は、会計年度任用職員（月額職員）へ新たに勤勉手当を支給することに伴いまし

て、市長部局が所管する条例の題名が改められたことにより、引用する条例名の改正を行

うものです。 

 ６ページの新旧対照表をごらんください。改正前ですが、第８条のところで、「三鷹市非

常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」という名称が、左側、「三鷹市非常

勤職員の報酬等に関する条例」に改められました。 
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 ５ページにお戻りください。条文です。今回改正する規則は、各条文にありますように、

三鷹市いじめ問題対策協議会規則、三鷹市教育センター嘱託医の設置に関する規則、それ

から三鷹市社会教育委員条例施行規則の３本となります。この規則は、公布の日から施行

し、各条文における改正後の規定は、令和６年４月１日から適用します。 

 説明は以上です。 

○貝ノ瀨教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 委員の皆様のご質疑をお願いいたします。 

 これは要は、規則の中の名称が変わるということですね。この委員などの報酬が上がる

とか下がるとか、そういう話ではないということですよね。 

 ご質問、ご意見等がなければ採決いたします。 

 議案第１２号 三鷹市いじめ問題対策協議会規則等の一部改正については、原案のとお

り可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第３ 議案第１３号 

○貝ノ瀨教育長  日程第３ 議案第１３号を議題といたします。 

（ 書記朗読 ） 

○貝ノ瀨教育長  提案理由の説明をお願いいたします。大地館長。 

○大地三鷹図書館長  まず、１５ページをごらんください。こちらに改正の内容を記載

させていただいております。 

 次の１６ページから新旧対照表がございまして、１８ページに該当条文がございますの

で、ごらんいただければと思います。 

 こちらは、今年度から、休館日である月曜日について、その日が祝日法に定める休日に

当たる場合に開館しまして、翌日を休館日とするという、月曜祝日開館の本格実施をさせ

ていただくことになりまして、これに関連して必要な改正をさせていただくものです。 

 右側、従来は、第４条で、休館日を「毎週月曜日」とさせていただいていたものを、左

側、「月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日以後の休日を除く直近の日）」という

形で改正させていただくということを考えております。 

 私からは以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 委員の皆様のご質疑をお願いいたします。 

 今まで月曜日は休館日だったんだけれども、開館するということですか。 

○大地三鷹図書館長  そうです。月曜日は定例的に休館日とさせていただいておりまし

たので、祝日も当然のことながら休館にさせていただいたのですけれども、その日を開館

させていただいて、その休館日を翌日に移動するという形で運用させていただくことにな

ったということです。 

○貝ノ瀨教育長  翌日に移動すると。 
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 野村委員。 

○野村委員  ありがとうございます。大変ご苦労さまなことだと思います。教えてもら

いたいんですけれども、もともと日曜日は皆さん方は出勤して開館しているわけですよね。

さらにこの祝日が月曜日に重なったときも開館するということで、これは勤務している職

員の人たちの労務管理上の変更というのは何かあるのでしょうか。 

○貝ノ瀨教育長  大地館長。 

○大地三鷹図書館長  労務管理上の変更ということは、私どもは祝日の開館については

従前より職員の時間外勤務で対応しておりまして、ですからこの月曜祝日開館についても

時間外勤務で対応させていただくという形になります。当然、代休が発生いたしますので、

今回、規則を改正させていただいて、休館日を確保させていただいて、職員についてはき

ちんと休みが取れるような形を配慮しているものでございます。 

○野村委員  時間外勤務が年間１０日間増えるという取扱いになると。 

○大地三鷹図書館長  おっしゃるとおりです。 

○野村委員  ありがとうございます。ちょっとそこを確認したかったものですから。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございます。現実問題、代休は取れるということでいいん

ですね。なかなか取りにくいとかということはないんでしょうか。 

○大地三鷹図書館長  今回の月曜祝日開館については、必ず休館日をセットで実施しま

すので、皆さんに取得いただけるものと考えております。従前から実施しております、月

曜日ではない祝日は開館しておりますけれども、こちらの部分が取りづらいという意見も

ありますので、併せて、お休みになる月曜日の固定というか、月曜日を開館して休館日を

ずらすことで、一層休みを取りやすくなるのではないかと思っているところでございます。 

○貝ノ瀨教育長  よろしくお願いしたいということですね。 

 ほかの委員さんはいかがですか。よろしゅうございますか。 

 ご質問、ご意見等がなければ採決いたします。 

 議案第１３号 三鷹市立図書館の管理運営に関する規則の一部改正については、原案の

とおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  ご異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第４ 「第５次三鷹市基本計画（２次案）」への意見照会について（協議） 

○貝ノ瀨教育長  日程第４ 「第５次三鷹市基本計画（２次案）」への意見照会について

を議題といたします。 

 初めに、事務局から説明をお願いいたします。松永教育部長。 

○松永教育部長  私からご説明させていただきます。ただいまの定例会の議案の１９ペ

ージをごらんください。「第５次三鷹市基本計画（２次案）」への意見照会についてを議題

とさせていただきます。 

 昨年の１２月の教育委員会協議会におきまして、こちらの１次案についてご協議をいた

だきました。そこでいただきました協議の内容を踏まえて、私どもでも、自分たちの担当
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させていただいている教育の部分につきまして、２次案として提出させていただき、市議

会でも全員協議会での議論を行いながら、２次案を取りまとめたところです。 

 また、２月の総合教育会議におきましても、今日お配りさせていただきました２次案の

１３５ページ以降に、「三鷹市の教育に関する大綱」の改定についてということで、市長と

も協議をさせていただいたところです。こちらも併せてご議論いただいたところですが、

「第５次三鷹市基本計画（２次案）」について、今回、三鷹市長から、内容の確認及び意見

照会の依頼を受けました。これから２次案についてパブリックコメントの手続等も予定さ

れておりますけれども、今日ここで教育委員会としてご意見をいただきたいということで

すので、本日ご協議いただきまして、教育委員会として市長にこの意見照会について回答

したいと考えておりますので、内容等につきましてご協議いただけたらと思っております。

よろしくお願いします。 

○貝ノ瀨教育長  この厚い資料ですね。 

○松永教育部長  はい。 

○貝ノ瀨教育長  これはもちろん委員さんにはもう事前にお渡ししていますね。 

○松永教育部長  はい。 

○貝ノ瀨教育長  では、いかがでしょうか。１次案については、今お話がありましたよ

うに、協議会で議論して、それも反映させていただいているということ、事務局側でも反

映させていただいたということと、総合教育会議も踏まえて作成されているとのことです

が、ちょっと分量が多いので、お目通しも大変だったとは思いますけれども、お気づきの

点等々がありましたらお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 松原委員、お願いいたします。 

○松原委員  前回のときに言えばよかったんですけれども、１３９ページの真ん中、「す

べての子どもの人権の尊重」というところで、差別の禁止とか、発達に対する権利とか、

その辺りの話が書いてあって、これは多分、文脈的にはこども基本法を引用して書かれて

いるとは思うんです。それであれば、例えば「子どもの意見の尊重」というところには「子

どもの最善の利益の優先」というところが入っていて、それもすごく大事な言葉であるの

で、「子どもの最善の利益」という言葉を記載いただければいいなと思いました。 

○貝ノ瀨教育長  どの辺りに入れたらいいのか。 

○松原委員  「すべての子どもの人権の尊重」の本文１行目です。「生存及び発達に対す

る権利、子どもの意見の尊重」というところで、これは多分こども基本法３条を引用して

この辺りに入っていると思うんですが、子ども基本法３条の４号に子どもの意見の尊重と

いう意見表明権の規定があって、「その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ

れる」という、それが基本法の条文なんです。基本法は子どもの権利条約を当然引っ張っ

てきているので、権利条約も「最善の利益」というところがすごく重要なタームになって

いるので、そこは入れていただいたほうがいいのではないか。 

○貝ノ瀨教育長  「最善の利益」という用語ですね。 

○松原委員  そうです。 

○松永教育部長  １行目ですね。「基本理念」の前のところですね。 
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○松原委員  そうですね。 

 「基本理念とする」というところの前に織り込んでいただければいいかなと思います。 

○貝ノ瀨教育長  「子どもの意見の尊重など」のあたりですね。 

○松原委員  そうです。「子どもの意見の尊重と最善の利益の優先考慮などを基本理念

とする」みたいな、そのような感じで入れれば収まるかなと思います。 

○野村委員  文脈的には、「など」までが「最善の利益」ではなくて、それと並列で、「な

ど」と「最善の利益」と、両方は並列なんですか。 

○松原委員  ここは理屈で言うと複雑な話になるんですが、子どもの成長発達権の保障

があって、それを確保するために子どもの最善の利益というところでそういう個別政策に

ついて判断していくみたいな話があって、その中の内実的に意見表明権などがあるみたい

な、そういうピラミッド的な話なのか、並列なのかみたいな、そこは複雑な話があると思

うんです。そこに踏み込む必要はないと思うんですけれども、ただ、はっきりしているの

は、子どもの最善の利益の優先というところは一番保障されるべきなんだというところは、

それは変わらないと思うので、何のための意見表明権の保障かというときにも、最善の利

益を確保するために子どもの意見をちゃんと聞こうよといったところがあると思うので、

目的は最善の利益というところになってくると思いますから、「最善の利益」という言葉は

入れたほうがいいのではないかということです。 

○貝ノ瀨教育長  分かりました。という松原委員のご提案ですが、ほかの委員さんはい

かがですか。 

 事務局はどうですか。ご意見は。 

○野村委員  もう異論はありません。いいのではないですか。 

○貝ノ瀨教育長  いいですか。 

 よろしいかと思いますが、これは「三鷹市の教育に関する大綱」ということですので、

この大綱を作成する主体は市長なんです。ですから、市長に教育委員会として、こういう

提案をされていますということで、ご検討いただきたいということをお伝えするというこ

とになろうかと思います。それでよろしゅうございますか。 

 では、そういうことでお願いします。 

○松永教育部長  今ご指摘いただいた点を市長に回答したいと思います。 

○貝ノ瀨教育長  ほかのことでいかがですか。 

 この「第５次三鷹市基本計画（２次案）」については、これは事前に教育委員さんにお送

りしてご検討いただいた上での今日の会ですので、現在のところ、お一方からご意見が出

ましたけれども、これで締めくくって、普通、ただ聞いていると、何か随分早いではない

かと思われるかもしれませんが、事前にお配りして検討していただいているということを

ご理解いただきたいと思います。 

 ほかにご質問、ご意見等がなければ確認をいたします。 

 「第５次三鷹市基本計画（２次案）」への意見照会について、ご協議いただきましたけれ

ども、特に異議はないという旨、１点、要望がございましたけれども、そのご意見を含め

て回答するということでご了解をいただけますでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○貝ノ瀨教育長  それでは、本件については、委員の皆様のご了解をいただいたものと

いたします。 

    ──────────────────────────────── 

 日程第５ 教育長報告 

○貝ノ瀨教育長  では引き続き、日程第５ 教育長報告に入りたいと思います。 

 まず、松永教育部長からお願いします。 

○松永教育部長  私からは、先月２７日に閉会いたしました令和６年第１回市議会定例

会で議決されました令和６年度予算についてご報告をさせていただきます。 

 お手元の「令和６年度三鷹市一般会計予算ほか５件審査特別委員会審査報告書」をごら

んいただければと思います。 

 市議会における予算審査について１ページ目、委員会開会月日をごらんください。先月

の教育委員会定例会で概要をご報告いたしましたけれども、３月４日に予算の代表質疑が

行われました。その後、予算審査特別委員会が設置されまして、市側が出席しての審査に

つきましては、３月１１日から１５日までの５日間で行われました。教育費につきまして

は１３日に、また１５日には総括質疑が行われたところです。 

 ２ページをごらんください。委員会での採決の結果につきましては、１にありますよう

に、令和６年度一般会計予算は、賛成多数をもって可決されました。３月２７日の本会議

でも、特別委員会の採決どおり、賛成多数で可決されたところです。 

 ３ページをごらんください。「はじめに」とあります。こちらは、市長の施政方針を踏ま

え、市議会として予算審査の重要ポイントとも言える施策を挙げるものですが、教育委員

会関係では（７）として、学校給食費の無償化なども含め、個性が輝き笑顔あふれる子ど

も・教育のまち、これが施策として掲げられているところでございます。 

 次に、５ページ以降には附帯意見が記載されています。教育費に係る附帯意見はありま

せんでした。関連するものとしては、土木費ではありますが、国立天文台と連携したまち

づくりの推進に当たり、未来を生きる子どもたちの学びや、不登校の児童・生徒への支援

など、多様なテーマに丁寧に対応するため、児童・生徒の保護者や関係者、また地域住民

の意向をしっかり把握し、取り組むこととの意見があったところでございます。 

 ５ページの下段以降は、各会派からの予算案に対する反対及び賛成討論が記載されてい

ますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 私からの報告は以上です。 

○貝ノ瀨教育長  では、総務課、齊藤部長。 

○齊藤教育部調整担当部長  総務課、２２ページ、２３ページをごらんください。まず

は２２ページ、実績等報告です。 

 ３月６日の文教委員会では、行政報告として、２月にご承認いただいた令和６年度教育

委員会基本方針を報告いたしました。 

 ３月１１日に、児童・生徒を対象とした教育委員会表彰を行いました。今日お配りして

いる資料で、児童・生徒表彰被表彰者一覧をお配りしておりますが、今回は、小学生が７
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名、中学生が８名の計１５名の表彰となっております。 

 続きまして、職員の人事関連では、３月２９日に職員の退職発令、教育委員会表彰、そ

れから４月１日に職員の人事発令を行いました。今日、人事発令の新旧対照表もお配りし

ておりますが、市長部局へ転出された方が７名、転入された方が１２名、新規採用された

方が１名といった内容となっております。 

 続きまして、２３ページ、予定等報告です。 

 ４月２１日に、「みたかの教育」を発行する予定で、今回は畑谷委員のコラムと学校長の

メッセージを掲載しておりますので、ごらんいただければと思います。 

 それから、４月２５日から２６日にかけて関東地区都市教育長協議会総会が長岡市で開

催され、教育長が出席されます。４月３０日には東京都市町村教育委員会連合会理事会が

ありまして、こちらは畑谷委員に出席をお願いしております。 

 以上です。 

○貝ノ瀨教育長  続いて施設・教育センター、村部課長。 

○村部総務課施設・教育センター担当課長  それでは、教育センター、施設関係につい

てご説明いたします。２４ページ、２５ページをお開きください。 

 ２４ページの学校施設関係の工事についての昨年度実績となります。記載のとおり、昨

年度予定していました全ての工事等について、終了しているところでございます。 

 続きまして、２５ページをごらんください。今後の予定となります。 

 令和６年度の４月当初の主な工事予定ですが、トイレ改修といたしましては、第二中、

第五中、第五小、第三中、大規模改修工事といたしましては、井口小、アスベスト除去工

事といたしましては、第四小などの工事を行う予定がございます。その他については、記

載のとおりとなっております。 

 続きまして、教育センター事業といたしましては、令和２年度から令和４年度まで新型

コロナウイルス感染症の影響で休止しておりました科学発明教室について、令和５年度か

ら再開しているところでございますが、令和６年度も引き続き開催することとしておりま

す。 

 私からは以上になります。 

○貝ノ瀨教育長  学務課、久保田課長。 

○久保田学務課長  資料２６ページ、２７ページをお開きください。 

 ２６ページ、新年度の学級編制につきまして、令和６年４月１日現在の児童・生徒数に

ついて、速報の値をご報告いたします。 

 小学校についてご報告いたします。通常の学級の児童数は９,２１８人で、昨年度５月１

日時点と比較しまして１２８人の減となっております。固定制の支援学級に在籍する児童

数は１２８人で、昨年度５月１日時点と比較して４人の減となっております。 

 続きまして、中学校についてご報告いたします。通常の学級の生徒数は３,４５８人で、

昨年度５月１日時点と比較して２０人の減となっております。固定制の教育支援学級に在

籍する生徒数は８０人で、昨年度５月１日時点と比較して１人の減となっております。 

 通常学級と支援学級を合計いたしますと、令和６年４月１日時点における小学校の児童
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数は、９,３４６人、中学校の生徒数は３,５３８人、計１万２,８８４人となり、昨年度５

月１日時点と比較して１５３人の減となっております。 

 最大人数の学校といたしましては、小学校では高山小学校の９８６人、中学校では第一

中学校の８０８人、逆に最小人数の学校といたしましては、小学校では大沢台小学校の３

７６人、中学校では第七中学校の２９２人となっております。 

 目立った増減といたしまして、増をした学校といたしましては、第一小学校、第二小学

校、第三中学校、逆に減をしました学校といたしましては、第六小学校、大沢台小学校、

高山小学校、南浦小学校、第五中学校となっております。 

 学級数につきましては、４月７日時点の児童・生徒数で確定となります。 

 現在、東京都への提出に向けて最終的な学級編制の精査を行っているところでございま

す。 

 予定につきましては、記載のとおりとなります。 

 私からは以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  総合教育相談室、星野課長。 

○星野学務課教育支援担当課長  総合教育相談室です。２８ページ、実績報告です。 

 前回の定例会において、２月末をもって令和５年度の就学支援委員会、通級支援委員会

は終了との報告をいたしたのですけれども、記載のとおり、３月１５日、１９日に臨時で

の就学支援委員会、通級支援委員会を開催いたしました。１５日の就学支援委員会では１

件、１９日の通級支援委員会では５件の審議を行いました。そのため、年間での審議件数

が、就学支援委員会では９５件、通級支援委員会では３０１件となりましたので、訂正し

て報告いたします。 

 ２９ページの行事予定についてです。 

 ４月１９日、令和６年度１回目の長期欠席・不登校状況にある児童・生徒への支援の在

り方に関する研究会を開催いたします。この研究会は２年間のものですので、今年度は２

年間の研究を報告書にまとめていきますので、報告書の作成を見据えて研究を進めてまい

ります。 

 ４月２３日、例年実施しております就学支援委員会の委員を対象として、対象生徒の授

業観察のポイントなどを説明する会を実施してまいります。 

 総合教育相談室は以上です。 

○貝ノ瀨教育長  指導課、福島課長。 

○福島指導課長  ３０ページ、３１ページをお開きください。 

 まず、実績等の報告です。 

 ３月１９日、中学校卒業式、２５日、小学校卒業式、そして４月８日、小学校入学式、

４月９日、昨日になりますが、中学校入学式、それぞれ大きなトラブル、問題はなく終え

ることができました。 

 また、委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 また、４月５日の教職員の着任式も含めてご対応いただきまして、ありがとうございま

した。 
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 ３１ページ、予定等の報告です。 

 ４月１５日から１泊２日になりますが、小学校自然教室の実地踏査へ行ってまいります。

各校の担当者に加え、新たに着任した校長先生も参加する予定となっております。 

 そのほかは記載のとおりです。 

 なお、この後、担当より令和６年度三鷹市立小・中学校の教育課程につきましてご報告

させていただきます。 

○貝ノ瀨教育長  では、関口指導主事、お願いします。 

○関口指導主事  令和６年度の学校における教育課程の編成についてご報告いたします。 

 今年度受理しました教育課程につきましては、本日席上に配付しておりますピンク色の

ファイルにとじているものとなります。 

 令和５年１１月に市教育委員会において作成いたしました「令和６年度教育課程の重点

について」の方針に基づき、専門的見地から確認を行ってまいりました。 

 まず、学園・学校の教育目標につきましては、東京都教育委員会の大綱等や、三鷹市教

育ビジョン２０２２（第２次改定）、三鷹市教育委員会の教育目標との関連が図られている

か、令和５年度の学園・学校評価の意見と改定内容を踏まえているか、そして学園の教育

目標を踏まえた一体感のある教育目標の設定を行っているかという点について確認をいた

しました。 

 また、学園の教育目標を達成するための基本方針については、学習指導要領の確実な実

施による資質・能力の育成や、社会に開かれた教育課程の実現、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善、カリキュラムマネジメントの確実な実施等が図られている

かという点において確認をしてまいりました。 

 さらに、個人と社会のウェルビーイングの実現や、「人間力」と「社会力」を主体的に発

揮できる子どもたちの育成、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現、地域のコモン

ズとしての学校、学校３部制など、「三鷹市教育ビジョン２０２２（第２次改定）」及び「当

面の教育施策の推進に関する考え方」がしっかりと位置づけられているかどうかという点

についても確認を行ってまいりました。 

 教育課程編成における具体的な重点は、大きく３点ございます。 

 まず、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育の推進に関わる事項につき

ましては、誰一人取り残さない、一人ひとりを大切にする教育の実現に向けて、スクール・

コミュニティの発展・創造を図り、地域の「コモンズ」としての学校及び学校３部制の実

現への取組や、「三鷹市小・中一貫カリキュラム」（更新版）の活用による授業改善がしっ

かりと位置づけられているかという点について確認を行いました。 

 次に、知・徳・体の育成に関わる項目につきましては、「個別最適な学び」と「協働的な

学び」の一体的な充実を図り、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、学習用タブレ

ット端末の効果的な活用や、「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育が推進されるかとい

う点について確認を行ってまいりました。 

 さらに、喫緊の教育課題に関わる項目につきましては、いじめ問題等の生活指導上の諸

課題の防止に向けた取組や、長期欠席・不登校への対応、デジタル・シティズンシップ教
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育の推進など、喫緊の教育課題に関わる重要事項がしっかりと位置づけられているかとい

う点について確認を行いました。 

 なお、デジタル・シティズンシップ教育については、各学園のＣＳ委員会や児童・生徒

の熟議を踏まえて、令和５年度に制定した三鷹市デジタル・シティズンシップ指針を各学

園及び学校で主体的に活用していくこととしております。 

 続きまして、補助資料についてご説明いたします。本日配付させていただきましたＡ４

判の資料「令和６年度三鷹市小・中学校教育課程について」をごらんください。こちらは、

各校の行事時数や授業時数についてまとめたものとなっております。 

 年間行事の確認においては、土曜日授業の実施状況等について、適正に計画されている

かを確認いたしました。土曜日授業については、児童・生徒の負担に配慮されているか、

振替休業日の設定が行われているかという点について確認をいたしました。各校において

年間授業日数にばらつきがありますが、これは、土曜日授業の実施の際に午前中のみ授業

実施にしている学校が、その学校の実態を踏まえて振替休業日を取らずに授業時数の確保

をしているためでございます。また、総授業日数や授業時数の確認においては、各校の特

色を踏まえるとともに、学園としての一体感が意識されているかについても、ヒアリング

で確認をしております。 

 なお、行事時数の確認については、教科への不適切な置き換えが生じていないかどうか

を確認し、各教科に位置づけて実施できるものにつきましては、各教科の資質能力の育成

がしっかりと図られるように、各教科の年間計画を見直すよう、指導の徹底を図ってまい

りました。 

 今年度の教育課程の内容につきましては以上となります。 

○福島指導課長  指導課からは以上となります。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。 

 次は、３２ページ、教育政策推進室、越室長。 

○越教育政策推進室長  教育政策推進室でございます。３２ページ、行事実績等につい

てご報告申し上げます。 

 ３月３日、みたか学校支援者養成講座ということで、こちらはＣＳ委員対象講座でござ

います。ＣＳ委員の方々を対象に、文部科学省のコミュニティ・スクールマイスターをさ

れております竹原和泉先生にお越しいただきまして基調講演をいただくとともに、三鷹の

学園の中の３学園から事例を紹介いただいて学び合うという形で開催させていただきまし

た。対面とオンライン、両方で開催させていただきまして、合計７０人弱の参加をいただ

いたところでございます。 

 その後、年度内最後のコミュニティ・スクール委員会が各学園で開催されまして、２７

日水曜日には、今年度から新たに委員になられる方向けの説明会を教育センターでオンラ

イン併用で開催したところでございます。 

 次のページ、３３ページ、行事予定等でございます。 

 ４月１２日には、令和５年度のメンバーで行われる最後のＰＴＡ連合会常務理事会の開

催が予定されているところでございます。 
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 ４月１６日以降、各学園での今年度最初となるコミュニティ・スクール委員会が開催さ

れていきます。 

 ２５日木曜日には、令和６年度、新しいメンバーでのＰＴＡ連合会常務理事会の開催が

予定されているところでございます。 

 当日配付の資料としまして、「コミュニティ・スクール委員会委員名簿」を配付させてい

ただいております。コミュニティ・スクール委員会の委員の任期は２年間で、今年度は２

年間の２年目ということでございますので、改選期ではございませんけれども、ＰＴＡを

はじめ、所属する団体での役職等の変更や学校管理職の人事異動等によりまして、任期途

中で交代となる方がいらっしゃいます。コミュニティ・スクール委員会の委員の任命につ

いては、三鷹市教育委員会事務専決規程に基づき、教育長の専決事項となっておりますの

で、教育長の専決により、資料の丸印のついている方、各学園から新たに推薦のあった２

５名と校長・副校長１２名の計３７名を各学園のコミュニティ・スクール委員会の委員と

して任命しておりますので、ご報告いたします。 

 また、もう一枚の当日配布資料、「令和６年度スクール・コミュニティ推進員名簿」も配

付しております。スクール・コミュニティ推進員につきましては、学校と地域をつなぐコ

ーディネーターとして各学園に配置しております。こちらは年度ごとの任期ということに

なっております。こちらにつきましては、三鷹市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則に基づき、教育長に委任されている事項となっており、今年度につきましても、

資料のとおり、各学園から推薦のあった合計２２名、うち推進サポーター７名の皆さんを

任命いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 なお、スクール・コミュニティ推進員につきましては、令和５年度に要綱を改正しまし

て、スクール・コミュニティに関する様々な取組が今進んでいる中で、業務を分担しなが

らチームで仕事に当たりつつ後進の育成もしていただけるように、統括推進員には統括推

進員補佐という職を新たに設けました。また、各学園の推進員についても、推進員サポー

ターという形で新たに位置づけることで、後進の育成等に当たっていただいているところ

でございます。 

 裏面には参考までに要綱の抜粋を載せております。 

 私からは以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  続いて、図書館、大地館長。 

○大地三鷹図書館長  図書館でございます。３４ページをごらんください。実績です。 

 ３月５日から１９日まで、「あなたの心を支える１冊、見つけよう」という展示を本館で

実施いたしました。 

 また、３月５日から２４日まで、絵本作家・石倉ヒロユキさん原画展ということで、石

倉ヒロユキさんから寄贈された原画のうち、「はやおきのロビン」という絵本の原画につい

て展示を実施いたしました。 

 また、イベント等でございますが、３月１０日には、みたかとしょかん図書部！定例会、

また２１日から２３日までは、本館の庭を開放しての春のオープンガーデンを開催いたし

ました。 
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 ３５ページ、予定でございます。 

 ４月１４日には、みたかとしょかん図書部！定例会を実施いたします。 

 また、１８日には、三鷹市図書館協議会の定例会を実施する予定でございます。 

 私からは以上です。 

○貝ノ瀨教育長  では、スポーツと文化部。 

○平山教育部理事  スポーツと文化部から報告させていただきます。私からは、芸術文

化事業についてご報告いたします。 

 ３６ページの実績等の報告についてでございますけれども、３月９日に、書斎を移築整

備しました吉村昭書斎の開館記念式典・内覧会を開催いたしました。午前中の式典・内覧

会の後、午後から一般公開をしております。 

 また、３７ページの予定ですが、４月２４日水曜日、芸術文化協会定期総会、予算、事

業計画の審議のほかに、役員の改選がございまして、現会長の田山会長から次期会長が選

出される予定でございます。 

 引き続き担当の課長から報告させていただきます。 

○貝ノ瀨教育長  では、生涯学習課から、お願いします。 

○八木教育部参事  まず３６ページの実績等報告につきましては、３月４日に文化財保

護審議会定例会を開催しました。継続審議となっておりました井の頭の庚申供養塔の文化

財指定につきまして、審議が終了したので、５月の定例会に議案提出する予定でございま

す。 

 また、３７ページです。予定等報告につきましては、４月２６日に今年度１回目の生涯

学習審議会・社会教育委員会議の定例会を開催し、生涯学習プランの改定について議論す

る予定でございます。 

 以上でございます。 

○貝ノ瀨教育長  続きまして、スポーツ推進課、二浦課長。 

○二浦教育部参事  ３６ページをごらんください。３月１日の金曜日に三鷹市体育施設

連絡会を開催いたしました。住民協議会の体育部会の方と意見交換会を年２回行っており

ます２回目を開催いたしました。 

 次に、１７日の日曜日です。ラジオ体操・三鷹体操講習会ということで、ＮＨＫテレビ

体操のアシスタントの方をお招きして、講習会を開催いたしました。 

 ２３日の土曜日には、市と連携協定を結んでおります東京サントリーサンゴリアス戦の

応援バスツアーを行いました。 

 次に、３７ページ、行事予定です。４月１９日の金曜日、三鷹市スポーツ推進審議会、

年４回行っております１回目です。スポーツ推進計画の改定について議論を行う予定です。 

 次に、２７日の土曜日、市と連携協定を結んでおります東芝ブレイブルーパス東京、東

京サントリーサンゴリアスの２チームの直接対決がありまして、市民の方をご招待する予

定です。 

 私からは以上になります。 

○貝ノ瀨教育長  ありがとうございました。 
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 以上で報告は終わりました。 

 委員の皆様のご質疑をお願いいたします。 

 野村委員。 

○野村委員  教えてください。「令和６年度教育課程」というのが各学校別に、それぞれ

の校長先生から教育委員会宛てに報告がされていますけれども、これは「三鷹市公立学校

の管理運営に関する規則に基づき、下記のとおりお届けします」とありますが、これは実

際にそれぞれの学校の中では、これを作成する組織があるのでしょうか。あるいは、どう

いうメンバーでこれを作るのか、この機会にちょっと教えていただければと思います。 

○貝ノ瀨教育長  教育課程編成作業について、学校の中でどんなプロセスとか、どんな

人たちがこれに関わって作っているのかというご質問ですね。福島課長お願いします。 

○福島指導課長  各校のそういったメンバーによって若干の違いはあるのですけれども、

当然、学校長の経営方針をもとに副校長も関わりながら作成しています。実際、実務とし

ては、主幹教諭が調整をしておりますが、教務主任が事務局長的な役割を担っていて、最

終的に主任教諭等も含めて協議した上で、最終的に校長が教育委員会へ提出するという流

れになっております。 

○野村委員  校長先生たちの異動がありますよね。そういったときにはこの過程には影

響するんですよね。 

○貝ノ瀨教育長  これは３月いっぱいに作られて提出されますから、４月１日付での新

しい校長先生は、これとの関係はどうなりますか。 

○福島指導課長  これは、校長が作成してこちらに提出する前に、コミュニティ・スク

ール委員会でご承認をいただいて提出されてきます。ですので、新しい校長がそのコミュ

ニティ・スクール委員会の承認を得たものをひっくり返して途中で変更することはござい

ません。 

 仮に変更があるのは日程の変更等で、例えば運動会や学芸会の日程が変更になる可能性

はありますが、内容の変更について、各校から報告は聞いておりません。ですので、内容

についてはほぼ、新しい校長になったとしても、コミュニティ・スクール委員会が承認し

たものがしっかりと次年度については反映され、大きく変わるとすれば、翌年、またコミ

ュニティ・スクール委員会にお諮りして、最終的に新しい校長の学園経営に進んでいくの

だろうかと、こちらとしては想像しております。 

○野村委員  ありがとうございます。これは教育課程編成作業というんですね。 

○福島指導課長  そうですね。 

○野村委員  そういう一つの用語があるんですね。 

○福島指導課長  正式な名称ではありませんけれども。 

○野村委員  分かりました。ありがとうございました。 

○貝ノ瀨教育長  実態としては、今、福島課長が申し上げたとおりですけれども、理論

的には、例えば４月１日以降に新しい校長先生が内容的に変更したいところがあるとすれ

ば、教育課程変更届というものを教育委員会に出してもらう。教育委員会でそれを認める

ということになれば、その場合にもコミュニティ・スクール委員会に諮って承認を得ると
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いうことが必要になってきますので、金科玉条のごとく前任者のそれを守り通さなければ

ならないということは理論的にはないということです。ただ、実態としては、大体踏襲し

ていくというケースがほぼ全部ですけれども、理論的には変更することは可能です。 

○野村委員  これは、それぞれの学校の特色の基になる一つの根拠ですよね。 

○貝ノ瀨教育長  そうですね。ですから、まちぐるみでこの教育課程を編成したという

ことに手続的にはなりますね。地域の代表の方が教育課程を精査して、そして承認を与え

て、教育委員会に提出されてくるというものですので、結構重いものだと思います。 

 ほかの委員さん、いかがですか。 

○須藤委員  １点だけ、よろしいですか。 

○貝ノ瀨教育長  須藤委員、お願いします。 

○須藤委員  ３６ページ、３７ページのスポーツと文化部のところなんですが、ＪＡＰ

ＡＮ ＲＵＧＢＹ ＬＥＡＧＵＥ ＯＮＥの観戦ツアーということで、サントリーサンゴ

リアスさんと提携されてやっているのかなと思います。私の子どももたしかこれを観戦し

に行ったことがあるので、実際のプロの試合を見て非常に感動したなどということを言っ

ていたので、すばらしい大変いい取組だなと思いました。このように東芝ブレイブルーパ

ス東京さんやサントリーサンゴリアスさんとそういう提携をしている中で、学校現場で何

か、例えばそのプロの方がタグラグビーなどの指導に来るとか、そのような発展的な指導

とか、連携というんですか、そういったものは実際にあるのか、それとも今後予定してい

るのか、そういったところをちょっと教えていただければと思います。 

○貝ノ瀨教育長  各学校との連携とか活動が過去にもあるのか、またはそういうことを

考えてはいるのか。 

 二浦課長お願いします。 

○二浦教育部参事  昨年度まではタグラグビーを普及しておりまして、東部・中部・西

部で各学校、手挙げ方式で、２日間練習して交流大会をやっておりました。今年度からは

タグラグビーではなくてラグビー体験会ということで、こちらも手挙げ方式で、サントリ

ーサンゴリアス、東芝ブレイブルーパス東京に加えて女子ラグビーのチームである横川ア

ルテミスターズにも協力をいただいておりまして、ラグビー体験会と同時に授業の中で行

う予定になっております。元日本代表の選手にも来ていただくことになっていて、６月か

ら６校で行う予定になっております。 

 以上です。 

○貝ノ瀨教育長  各学校に、まずは６校に出前授業のような形で、子どもたちが活動す

る機会が得られるということですね。須藤委員、いいですか。 

○須藤委員  ありがとうございます。非常にそのような連携ができているということで、

地域にそういったプロフェッショナルなチームがあることのほんとうにいい点だなと改め

て思いました。ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  ほかの委員さん、いかがですか。 

 畑谷委員、お願いします。 

○畑谷委員  同じく３６ページなんですけれども、３月１７日に行われたラジオ体操・
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三鷹体操講習会というのがあるんですけれども、これは、各学校で今、朝開放をしていま

すよね、早めに。そういうところで体操をするということなんでしょうか。それとも、こ

の講習会を受けた方々はどのような活動を今後されるんですか。 

○貝ノ瀨教育長  二浦課長。 

○二浦教育部参事  ３月１７日に行ったものは、昨年度初めて行ったものです。スポー

ツ推進委員さんとか包括支援センターの方あるいは住民協議会の方などのリーダー的存在

の方を対象に、ラジオ体操と三鷹体操の講習会を、ＮＨＫテレビ体操の元アシスタントの

方と現役の方をお招きして行ったものです。それぞれさまざまな団体に所属されています

ので、その中で普及していただければということで、昨年度、行ったものです。 

○畑谷委員  では、これは朝開放とは全然関係ないんですね。 

○二浦教育部参事  朝開放がどういう活動か、すみません、勉強不足ですけれども、そ

れぞれ所属している中で普及啓発していただこうというものになっておりますので、その

中で関わりがあれば、そこで普及していただけると思っております。 

○畑谷委員  分かりました。ありがとうございます。 

○貝ノ瀨教育長  いいですか。 

○畑谷委員  はい。 

○貝ノ瀨教育長  ほかの委員さん、いかがですか。 

 それでは、日程第５ 教育長報告を終わりたいと思います。 

 以上をもちまして、令和６年第４回教育委員会定例会を閉会いたします。長時間お疲れ

さまでした。ありがとうございました。 

    ──────────────────────────────── 

午後 ３時５１分 閉会 

 


